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【研修情報】
●講師:北出慎吾(シナジー経営 代表取締役)
●開催日時:2024年3月28日(木)29日(金)

9:30-17:00
●開催場所:〒910-0347

福井県坂井市丸岡町熊堂 3-7-1-16
福井県産業情報センター1階 マルチホール

●受講費用:27,000円/人(税別) テキスト・昼食代込み
●締切:2024年3月15日(金)中
●申し込み:QRコード、下記URLからお待ちしております。
https://synergy-management.co.jp/new_employee_training2024/

シナジー経営の研修は、
学生から社会人への切り替えにフォーカス。
・受けた本人が「受けてよかった」と思える研修・上司が「受けさせて良かった」と思える研修
・受けた本人の行動に変化が現れる研修 毎回、好評を頂いている人気の研修です。

現状維持を選択した瞬間、退化が始まる。
多少なりとも前進することで結果として現状維持できることが
ある。世間は相対的。周りが進化していることを自覚しなけ
ればならない。

現状維持は、相対的に退化。
それは他の人類が進化し続けるから。

（孫正義氏）

Day１
・オリエンテーション
・学生と社会人の違い
・新入社員研修の必要性
・新入社員でもできること
・会社の目的、働く目的
・ビジネスマナー（電話・来客対応）

Day2
・チームの一員としての仕事のススメ方
・ビジネスマナー（文章の書き方等）
・報連相について
・チームワークゲーム
・感謝の手紙
・目標設定

募集開始しました！



記載方法
　今回追加となる「就業場所・業務の変更の
範囲」とは、雇入れ後の見込みも含め、その労
働契約の期間中における就業場所や従事する
業務の範囲のことを指します。そのため、将来
の可能性も含めたうえで、その範囲を明示する
ことになりますが、就業場所・業務がどの程度
限定されるかによって、記載方法が変わります。
記載例は以下のとおりです。

　いわゆる総合職については通常、①の「就業
場所・業務に限定がない場合」に該当するかと
思いますが、「会社の定める営業所」および「会
社の定める業務」と記載するほか、変更の範囲
を一覧表として添付することも考えられます。
　後になってトラブルとならないように、できる
限り就業場所・業務の変更の範囲を明らかに
し、会社と従業員とで共通認識を持つことが求
められます。

適用のタイミング
　今回の改正は、2024年4月1日以降に締結さ
れる労働契約から適用されます。そのため、2024
年4月1日以降に入社する従業員について、2024
年3月31日以前に労働条件を明示する場合には
改正前のルールが適用され、新たなルールでの
明示は不要です。なお、従業員の理解を深めるた
めに、2024年3月31日以前から新たなルールで
明示することは望ましい取組みとされています。
　早めにどのように記載する必要があるのかを
確認し、労働条件通知書のひな形を直しておき
ましょう。

① 就業場所・業務に限定がない場合
• 就業場所　
　　（雇入れ直後）〇〇営業所
　　（変更の範囲）会社の定める営業所
• 従事すべき業務
　　（雇入れ直後）〇〇に関する業務
　　（変更の範囲）会社の定める業務
② 就業場所・業務の一部に限定がある場合
• 就業場所
　　（雇入れ直後）〇〇営業所
　　（変更の範囲）◇◇県内の営業所
• 従事すべき業務
　　（雇入れ直後）〇〇企画業務
　　（変更の範囲）本社における〇〇
　　　　　　　　  または△△の企画業務
③ 就業場所や業務の変更が想定されない場合
• 就業場所
　　（雇入れ直後）〇〇営業所
　　（変更の範囲）〇〇営業所
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2024年4月から変わる就業場所・
業務の変更の範囲の明示ルール
労働契約の締結の際や有期労働契約の更新のタイミングごとに、すべての労働者に対し労働
条件を明示する必要があります。明示事項である「就業場所」と「業務の内容」は、現在は雇入れ
直後のものを明示すれば足りるとされていますが、2024年4月1日以降は、これらに加えて「就
業場所・業務の変更の範囲」の明示が必要です。

今回の変更に伴って厚生労働省から出されたモデル労働条件通知書に、「就業規則を確認できる場所や
方法」の欄が追加されました。これは労働基準法施行規則の改正に基づくものではなく、行政通達の改
正に基づくものであり、就業規則を備え付けている場所を示すことで、従業員が容易に就業規則を確認
できる状態にしたいということが背景にあります。

• 従事すべき業務
　　（雇入れ直後）〇〇企画業務
　　（変更の範囲）〇〇企画業務



手当等支給メニュー
　今回、キャリアアップ助成金に「社会保険適
用時処遇改善コース」が新設されました。その
中の「手当等支給メニュー」は、会社がパートタ
イマー等を社会保険に加入させる際に、社会保
険料の負担を軽減するための手当を支給する
ことにより、パートタイマー等の収入を増加させ
たときに、助成金が支給されるものです。取組
み内容は下表のとおり3段階（3年間）に分か
れており、半年ごとに支給申請をします。

要件 1人当たり助成額
① 賃金の15％以上を追加支給 1年目20万円
② 賃金の15％以上を追加支給
3年目以降、③の取組みを行う 2年目20万円

③ 賃金の18％以上を増額 3年目10万円
※大企業の場合は3/4の額

労働時間延長メニュー
　拡充された「労働時間延長メニュー」は、所定
労働時間の延長と賃金を増額させ、社会保険
を適用させたときに助成金が支給されるもの

です。週の所定労働時間を4時間以上延長する
ときは、時間給の引上げ等による賃金の増額が
不要であるため、手当等支給メニューと比較す
ると会社の負担は相対的に小さくなります。
週の所定労働時間

の延長 賃金の増額 1人当たり助成額

4時間以上 －

30万円

3時間以上
4時間未満 5％以上

2時間以上
3時間未満 10％以上

１時間以上
2時間未満 15％以上

※大企業の場合は3/4の額

併用メニュー
　各々のメニューによる助成金を受けるほか、1
年目は手当等支給メニューを実施し、2年目に
労働時間延長メニューを実施する併用メニュー
を活用することも可能です。いずれのメニューの
利用を予定しているかは、事前に提出する「キャ
リアアップ計画書」に記載することになります。
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社会保険の新規加入で1人最大
50万円が支給される助成金
社会保険の特定適用事業所では、月額賃金が8.8万円以上となると、社会保険に加入すること
になる「106万円の壁」（※）があります。この年収の壁対策の一つとして、2023年10月以降に
新たに社会保険に加入したパートタイマー等に対し、1人あたり最大50万円が支給される助成
金が新設されました。

このキャリアアップ助成金の改正と併せて、「社会保険適用促進手当」が創設されました。これは、事
業主が社会保険を加入させることに伴い、手取り収入を減らさないよう手当を支給した場合は、本人負
担分の保険料相当額を上限として社会保険料の算定対象としないというものです。このように社会保険
加入時の負担軽減を図る措置が設けられていますが、現実的には社内における不公平感などにも配慮す
ることが求められます。良かれと思って行ったことが、結果的に社内の不満の原因とならないよう、実施
の際には十分な検討が求められます。

※ 106万円は月額 8.8万円を年収換算した概算額。他にも社会保険加入の要件があります。



130万円の壁への対応
　130万円の年収の壁については、被扶養者の
収入が一時的に増加した場合に、すぐに被扶養
者から外すことのないように、厚生労働省から
被用者保険の保険者に通知がされていました。
ただし、雇用契約書等の書類の提出が求められ
ることがあり、認定や資格確認に多くの時間を
要することもありました。
　今回、パートタイマ―等が繁忙期に労働時間
を延ばすことなどにより、収入が一時的に増加
したとしても、事業主がその旨を証明すること
で、扶養の認定や資格確認が円滑に進む仕組み
が設けられました。

一時的な収入の増加
　一時的な収入増加とは、主に時間外勤務手当
や臨時的に支払われる繁忙手当等が支給され
たことが想定されています。主なケースとしては、
以下が示されています。

　ただし、基本給が上がった場合や、恒常的に支
給される手当が新設された場合など、引き続き
収入が増えることが確実な場合は、一時的な収
入増加とは認められません。

事業主が行う証明
　被扶養者については、新たに被扶養者の認
定を受ける際や被用者保険の保険者が被扶養
者の資格確認を行う際に、年間収入が確認さ
れます。この際に、被扶養者が勤務する会社で
一時的な収入変動である旨の証明（厚生労働
省から様式の公開あり）を発行してもらい、被
保険者である家族が勤務している会社を通じ
て各保険者に対してこの事業主の証明を提出
します。
　このため、各保険者の被扶養者の資格確認
のタイミングに合わせて、被扶養者の勤務する
事業主から一時的な収入増加である旨の証明
を取得してください。

最終的な被扶養者の認定や資格確認の判断は、被保険者が加入する健康保険の保険者が行うことにな
ります。事業主の証明があれば必ず認められるとは限りませんので、運用する際には十分な注意が必要
になります。なお、事業主の証明で認められるのは連続 2回までとされています。

• 業務の受注が好調だったことにより、会社全
体の業務量が増加した
• 突発的な大口案件により、会社全体の業務量
が増加した

• 他の従業員が退職したため、労働者の業務量
が増加した
• 他の従業員が休職したため、労働者の業務量
が増加した
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事業主の証明により円滑化される
被扶養者認定
複数ある年収の壁のうち、「130万円の壁」は健康保険の被扶養者および国民年金第3号被保
険者の壁であり、年収130万円（※）以上となることで、国民健康保険および国民年金の保険料
の支払いが生じ手取り収入が減ってしまうというものです。これまでも年収の壁への課題認識は
あったものの、最低賃金の大幅な引上げによる就業調整、多くの業種での人手不足感が影響し、
年収の壁の存在がこれまで以上に大きくなっています。今回、その対策として被扶養者認定の円
滑化が行われることになりました。

※認定・確認対象者が60歳以上または一定の障害者の場合は180万円 
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1年に賞与を4回支給した場合の
社会保険の取扱い
このコーナーでは、人事労務管理で問題になるポイントを、
社労士とその顧問先の総務部長との会話形式で分かりやすくお伝えします。

総務部長

今年、物価上昇の支援策として従業員に一時金を支給しました。社会保険上は賞与とし
て扱うと聞いていたので、社会保険料を控除し、賞与支払届も提出しました。ふと考える
と、定期賞与2回に決算賞与、そして物価上昇の賞与と、1年に合計4回の賞与を支給し
たことになります。賞与としての処理で問題はなかったのでしょうか？ 
もう少し事情をお聞かせください。物価上昇の支援策は来年以降も行うのでしょうか。

まだ明確には決まっていませんが、おそらく今年だけのものになりそうです。賃金規程も
修正しませんでしたし、昨今の社会的な賃上げの流れを見ると、今後は賃金のベースアッ
プで対応することになりそうです。
なるほど、確かに最低賃金の大幅引き上げから見ても今後はその対応が重要となるので
しょう。さて、社会保険の賞与は、1年の支給回数が3回以下のものを指します。したがっ
て、1年に4回支給したのであれば、4回の合計額の12分の1を毎月の給与（報酬）に
上乗せして標準報酬月額を決めることになります。

① 年 4回以上の賞与とは、単純に賞与を4回支給した場合に該当するというものではない。
② 1年に4回以上賞与を支給するように変更したときは、次の定時決定のタイミングで報　 
　 酬として扱う。

やはりそうですか。

そうなのですね。参考までに、賞与を年4回支給することにし、賃金規程も変更した場
合、いつから報酬として取扱うことになるのでしょうか。

ただし、1年だけ、例外的に支給された賞与は、賞与の支給回数に含めないことになって
います。先ほどのお話では、今年だけの予定ですよね。

7月1日の定時決定（算定基礎）のタイミングで変更にすることになります。例えば今年
の7月2日以降に賞与を年4回支給することとした場合、来年の定時決定（7月、8月、9
月の随時改定（月額変更）を含む、以下同じ。）までは賞与として取り扱います。

はい。来年以降の賞与は、原則3回になるかと思います。

今まで通り、賞与支払届を提出するということですね。

それであれば、今回のように賞与としての取扱いで問題ありません。

そのとおりです。来年の定時決定では、賞与額の実績（実績がない場合は想定額）を12
分の1にして、各月に含めることになります。

北出社労士

ONE 
POINT



産業
1人平均支給額 （円、％） きまって支給する給与に

対する支給割合 （ヶ月） 支給事業所数割合 （％）

5～29人 前年比 30～99人 前年比 5～29人 30～99人 5～29人 30～99人
調査産業計 274,651 0.6 354,645 2 .8 1.01 1.15 67.3 90.1
建設業 345,846 1.7 562 ,238 -1.4 1.01 1.40 74.6 96.6
　総合工事業 364,303 5.6 548,609 1.8 1.05 1.32 77.6 97.2
　職別工事業 301,834 -1.4 456,200 -14.3 0.87 1.19 70.7 100.0
　設備工事業 350,056 -3.6 626,381 -0.8 1.07 1.62 72 .9 94.5
製造業 279,756 -2.2 365,864 7.6 0.99 1.18 71.4 93.4
　消費関連製造業 202,100 7.1 258,535 8.6 0.83 0.89 60.5 87.8
　素材関連製造業 288,603 -15.7 409,946 6.6 1.00 1.31 78.6 95.7
　機械関連製造業 347,966 11.1 407,026 8.8 1.12 1.30 74.1 96.1
　食料品・たばこ 195,241 3.3 237,203 6.2 0.87 0.82 61.3 89.4
　繊維工業 188,620 37.1 261,074 18 .5 0.84 0.99 50.7 82.2
　木材・木製品 286,280 -21.1 331,490 -10.4 1.16 1.20 75.4 96.0
　家具・装備品 206,530 -16.2 300,276 1.1 0.72 0.96 52 .6 88.8
　パルプ・紙 184,295 -28.2 372,930 8.5 0.76 1.19 85.1 98.4
　印刷・同関連業 191,632 -1.8 306,774 24 .0 0.74 0.95 65.0 85.5
　化学、石油・石炭 333,529 -40.6 573,322 -5.4 1.22 1.67 85.3 96.6
　プラスチック製品 252,433 -12.1 310,577 2 .7 0.93 1.05 73.3 92.7
　ゴム製品 206,874 -22.3 343,851 11.1 0.81 1.23 68 .5 89.5
　窯業・土石製品 242,638 -23.4 387,079 -2.2 0.95 1.19 76.8 96.1
　鉄鋼業 360,038 -38.5 553,250 19.9 1.12 1.67 81.2 98.1
　非鉄金属製造業 253,815 -36.8 501,365 12 .6 0.88 1.59 85.2 92.2
　金属製品製造業 338,580 17.3 386,506 16 .8 1.01 1.27 80.2 97.3
　はん用機械器具 409,145 26 .8 421,652 7.3 1.34 1.34 84.6 96.3
　生産用機械器具 330,835 -4.1 526,056 16 .9 1.07 1.56 82 .6 98.8
　業務用機械器具 285,602 -17.0 442,873 8.8 0.94 1.37 70.1 91.8
　電子・デバイス 317,612 -21.7 306,973 -12.3 1.01 1.15 58 .8 89.9
　電気機械器具 413,977 44 .7 291,083 9.3 1.29 1.09 72 .1 97.0
　情報通信機械器具 466,858 53 .7 340,158 -17.6 1.32 1.15 56.1 85.2
　輸送用機械器具 301,428 41.0 402 ,867 14 .6 0.96 1.16 64.1 99.3
　その他の製造業 251,908 12 .5 285,855 -7.1 0.88 1.02 69.3 90.6
電気・ガス・熱供給等 687,620 15 .3 755,088 2 .5 1.72 1.81 90.8 91.2

12月号 / 2023経営情報　 KEIE I  INFORMATION

調査産業計の支給額は増加
　上記調査結果から、2022年の年末賞与支
給労働者1人平均支給額（以下、1人平均支給
額）などを産業・事業所規模別にまとめると、下
表のとおりです。
　調査産業計の1人平均支給額は、事業所規
模5～29人が27.5万円、 30～99人が35.5
万円で、どちらも前年より増加しています。

　きまって支給する給与に対する支給割合は、
どちらの規模も1ヶ月を超えました。支給事業
所数割合は5～29人が67.3％、 30～99人が
90.1％で、 6割以上の事業所が年末賞与を支給
していることがわかります。

　なお、きまって支給する給与に対する支給割
合と支給事業所数割合は、 2021年とほぼ同じ
数字になっています。

昨年の年末賞与支給状況を振り返る
今年も年末賞与の季節を迎えます。ここでは支給の参考情報として、厚生労働省の調査結果※

から主な産業別に、昨年（2022年）の年末賞与の支給状況をみていきます。

厚生労働省「毎月勤労統計調査」より作成

2022年産業・事業所規模別 年末賞与支給労働者1人平均支給額など （1）
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産業別の状況
　次に産業別の状況をみていきます。 1人平均
支給額は5～29人では電気・ガス・熱供給等の
68.8万円、 30～99人では機械器具卸売業の
80.3万円が最も多くなりました。前年比は、 5
～29人で宿泊業の89.2％が、30～99人では
娯楽業の75.2％が最も高い伸びを示しました。

　きまって支給する給与に対する支給割合は、
30～99人の機械器具卸売業が、唯一2ヶ月を
超えました。支給事業所数割合では、30～99
人で職別工事業と各種商品小売業、学校教育
が100％になりました。
　2023年の年末賞与はどのような結果となる
でしょうか。

※厚生労働省「毎月勤労統計調査」
　日本標準産業分類に基づく16大産業に属する、常用労働者 5人以上の約 200万事業所から抽出した約 3.3万事業所を対象にした調査です。支給労働者
1人平均支給額は、賞与を支給した事業所の全常用労働者についての 1人平均賞与支給額です。きまって支給する給与に対する支給割合は、賞与を支給した事
業所ごとに算出した、きまって支給する給与に対する賞与の割合（支給月数）の 1事業所当たりの平均です。支給事業所数割合は、事業所総数に対する賞与を
支給した事業所数の割合です。他の規模のデータなど詳細は次の URLのページ内の全国調査（年末賞与の結果）から確認いただけます。
https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/30-1a.html

産業
1人平均支給額 （円、％） きまって支給する給与に

対する支給割合 （ヶ月） 支給事業所数割合 （％）

5～29人 前年比 30～99人 前年比 5～29人 30～99人 5～29人 30～99人
情報通信業 382,185 -19.9 512,406 3.6 1.16 1.52 70.6 86.5
　情報サービス業 489,341 -12.5 532,510 9.5 1.57 1.52 59.9 85.7
　映像音声文字情報 374,097 -14.9 641,952 39.7 1.14 1.64 65.5 94.6
運輸業，郵便業 329,774 24 .2 325,280 -0.6 0.98 1.03 69.6 89.9
　道路旅客運送業 84,776 25 .8 176,454 -6.3 0.44 0.60 48 .0 80.8
　道路貨物運送業 211,706 -7.1 299,894 6.0 0.74 0.93 63.1 86.3
卸売業，小売業 286,088 -2.1 345,393 10 .0 1.01 1.10 65.8 88.3
　卸売業 469,098 -7.6 618,890 10 .9 1.41 1.68 72 .5 91.1
　　繊維・衣服等卸売業 400,588 59.3 319,045 21.1 1.33 0.91 54.6 64.0
　　飲食料品卸売業 329,972 -23.0 343,235 2 .9 1.04 1.03 66.1 92.5
　　機械器具卸売業 595,364 -1.2 802,876 10 .1 1.68 2.04 75.3 93.1
　小売業 203,005 5.3 150,518 4.2 0.83 0.69 63.2 86.4
　　各種商品小売業 82,483 -27.0 121,288 -8.8 0.35 0.55 34.7 100.0
　　織物等小売業 124,462 13 .5 209,680 47.2 0.69 0.74 70.7 33.3
　　飲食料品小売業 73,183 14 .0 88,046 -5.4 0.47 0.53 35.7 87.1
　　機械器具小売業 428,957 4.5 472,920 -3.1 1.33 1.41 80.8 95.4
金融業，保険業 510,759 -3.3 547,948 0.9 1.59 1.57 88 .3 95.7
不動産業，物品賃貸業 486,910 10 .9 526,326 4.5 1.42 1.33 79.4 88.5
　不動産業 551,620 15 .9 491,265 9.4 1.49 1.38 77.2 86.6
　物品賃貸業 324,518 -10.1 590,540 0.2 1.23 1.23 85.8 92.4
学術研究等 463,283 15 .0 585,232 -4.4 1.43 1.55 79.6 95.0
　専門サービス業 418,711 -2.7 474,225 2 .0 1.46 1.26 74.8 97.7
　広告業 271,849 20 .9 373,352 40 .1 0.93 1.03 63.4 92.2
　技術サービス業 436,696 10 .9 592,222 -9.3 1.32 1.63 82 .5 93.6
飲食サービス業等 50,667 -5.3 62,529 28 .3 0.42 0.40 52 .2 80.1
　宿泊業 173,689 89.2 105,611 29.7 0.84 0.58 54.3 80.1
　飲食店 37,002 -7.3 44,642 34 .2 0.35 0.31 50.3 80.1
　持ち帰り・配達飲食 73,548 -24.6 141,126 23 .2 0.50 0.81 58.7 80.6
生活関連サービス業等 134,121 10 .4 173,730 34 .1 0.63 0.72 46.7 83.3
　娯楽業 117,281 -20.7 177,824 75 .2 0.61 0.78 68.1 84.5
教育，学習支援業 377,095 11.6 612,912 4.1 1.36 1.83 68.9 98.9
　学校教育 482,246 6.3 628,422 1.5 1.66 1.88 82 .8 100.0
　他教育，学習支援 245,605 40 .6 447,422 27.9 1.09 1.31 59.8 88.0
その他のサービス業 326,377 1.0 236,359 -3.4 1.13 0.88 71.0 83.1
　廃棄物処理業 301,676 8.5 372 ,306 -7.2 1.01 1.23 80.0 96.6
　自動車整備等 420,634 17.7 485,138 -3.0 1.13 1.43 77.8 94.6
　職業紹介・派遣業 227,360 -9.1 110,895 -21.9 1.08 0.59 45.4 62.1
　他の事業サービス 283,668 -4.2 200,470 11.8 1.02 0.75 66.1 84.2

厚生労働省「毎月勤労統計調査」より作成

2022年産業・事業所規模別 年末賞与支給労働者1人平均支給額など （2）
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今月のお知らせ

わたしの思い出

編(20)

「クリスマスに来るサンタさんは実は親なのか説」。私は男３人兄弟ですが、あれ
だけサンタの存在の是非について語った日はないと思います。ある日、兄が小学
校から帰ると一緒にファミコンをしながらこんなことを言ってきます。「ちょっと聞い
て。○○君が言ってたけど、サンタって実は…」私、「ウソだ、ありえない。兄貴はそ
れを信じるの？」兄、「信じたくない。けど○○君だけじゃなく、●●君も同じことを
言ってた」私、「そんなことはない。だってお父さんは毎日、朝仕事にいって夜帰っ
てきて、休みの日はわりと一緒にいるから、ファミコンソフトを買いに行っている時
間なんてない」兄、「確かに‼だからやっぱりサンタはいるよな」弟、「（無言＝ただ
聞いているだけ）」結論、松村家にはサンタさんがくることで落ち着きました。

昨年も私、クリスマスの担当でした。昨年は「パエリアが怖くなってその日
からトライできていない・・・」という内容でした。覚えている方がいれば嬉し
い限りです。あれからもう1年・・・時の流れは早いです・・・^_^;
クリスマスといえばケンタッキーを思い浮かべる方も多いと思います。私も
その一人。そしてケンタッキーといえば、カーネルサンダース！私の父の昔
の話ですが、母と歩いていて迷った時に、近くにいる人に道を聞いてもずっ
と無視されたそうです。でもよく見たら、実はカーネルサンダースの銅像に
話かけていたらしいです！！さて、皆さん、よいクリスマスを！！

小学生の頃、12月25日の朝は家族のだれよりも早く起きていました。クリ
スマスツリーの下に置いてあるクリスマスプレゼントを見つけに行くのが楽
しみで、前日の夜から心を躍らせていました。早朝、薄暗くひんやりとした
家の中を歩いているときのワクワク感は今でも覚えています。今ではクリ
スマスの朝にプレゼントが置いてあるということはありませんが、クリスマ
スムードが高まったショッピングモールを歩いていると当時のことを思い出
して楽しい気持ちになります。皆さんも素敵なクリスマスをお過ごしください。

今月のお知らせ
◆給与所得の源泉徴収票（給与支払報告書）
◆退職者の源泉徴収票、特別徴収票
◆報酬、料金、契約金および賞金の支払調書
◆不動産等の譲渡受けの対価の支払調書
◆不動産等の売買または貸付のあっせん手数料の支払調書
◆給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計量

提出期限・・１月３1日（水）

法定調書
（税務署に提出が義務
付けられている資料）

賞与を支給した場合は、5日以内に「賞与支払届」を年金事務所に提出します。ま
た、賞与支払予定月等に賞与の支払が無かった場合でも、「不支給報告書」の提出
が必要になりますのでご注意ください。

賞与支払届の提出

12月は「職場のハラスメント撲滅月間」です。職場のハラスメントをなくすため
に社内研修やポスターによる周知にて対策を進める機会の一つです。「相談窓口」
の設置など職場環境を見直してみてはいかがでしょうか。

ハラスメント撲滅月間
（12月）

編


